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今
回
上
程
さ
れ
た
議
案
の
う

ち
、
条
例
の
改
正
に
つ
い
て
は
、

特
別
職
の
委
員
報
酬
を
月
額
支
給

か
ら
日
割
り
計
算
に
よ
っ
て
支
給

す
る
土
浦
市
特
別
職
の
職
に
あ
る

者
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
、
埋
立
て
等

を
行
う
際
に
搬
入
土
の
安
全
性
の

確
認
等
の
規
制
が
行
え
る
た
め
の

土
浦
市
土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋

立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
、
東
日
本
大
震
災
の
被

災
者
へ
の
災
害
援
護
資
金
貸
付
け

を
受
け
ら
れ
る
期
間
や
償
還
期
間

の
延
長
、
保
証
人
の
取
扱
及
び
利

率
の
引
下
げ
な
ど
特
例
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
土
浦
市
災

害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
、
中
小
企
業
に
働

く
青
少
年
の
施
設
利
用
の
利
便
性

向
上
の
た
め
、
勤
労
青
少
年
ホ
ー

ム
の
休
館
日
を
日
曜
日
か
ら
月
曜

日
に
変
更
す
る
た
め
の
土
浦
市
勤

労
青
少
年
ホ
ー
ム
条
例
の
一
部
改

正
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た

新
庁
舎
の
建
設
計
画
な
ど
継
続
的

に
調
査
研
究
す
る
た
め
の
新
庁
舎

建
設
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

の
設
置
、
議
会
制
度
の
あ
り
方
に

つ
い
て
議
員
自
ら
改
革
を
推
進
す

る
た
め
の
議
会
改
革
推
進
に
関
す

る
調
査
特
別
委
員
会
の
設
置
、
看

護
師
等
の
大
幅
増
員
と
夜
勤
改
善

で
安
全
、
安
心
の
医
療
・
介
護
を

求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

も
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

　

平
成
23
年
度
土
浦
市
一
般
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
震
災

復
旧
事
業
を
中
心
に
、
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
７
億
８
千
12
万
７
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
517
億
２
千

746
万
７
千
円
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
国
庫
支
出

金
、
県
支
出
金
、
県
交
付
金
、
新

た
に
寄
付
の
あ
っ
た
災
害
復
旧
寄

付
金
等
の
計
上
で
あ
り
ま
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
防
災
行

政
無
線
の
屋
外
拡
声
子
局
の
増

設
、
高
齢
者
世
帯
へ
の
個
別
受
信

機
の
設
置
に
伴
う
施
設
整
備
工
事

費
等
の
増
額
、
新
生
児
救
急
搬
送

時
の
母
子
の
生
命
と
安
全
を
確
保

す
る
た
め
の
新
生
児
搬
送
用
保
育

器
購
入
費
の
計
上
、
道
路
や
土
浦

城
址
の
復
旧
工
事
等
を
は
じ
め
、

被
災
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
一
部
損
壊
の
住
宅
に
対
し
、

修
繕
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
住

宅
復
旧
補
助
金
等
の
災
害
復
旧
費

の
計
上
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
土
浦
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
、
市
道
の

路
線
の
認
定
・
廃
止
な
ど
そ
れ
ぞ

れ
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

　

最
終
日
に
は
、
人
事
案
件
と
し

て
、土
浦
市
監
査
委
員
の
選
任
と
、

土
浦
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

に
つ
い
て
同
意
し
ま
し
た
。

◆
土
浦
市
監
査
委
員

海
老
原
一
郎　

議
員

◆
土
浦
市
教
育
委
員
会
委
員

小
原　

芳
道　

氏

寄附の禁止につい
て

政治家（候補者、立候補
予定者、現に公職にある
者）が選挙区内の人にお
金や物を贈ることは、政
治家本人が出席する場
合の結婚祝いや香典な
どの特定の場合を除き、法律で禁止されています。有権者が求め
てもいけません。

定例会の詳細につきましては下記施設にあります
会議録を御覧ください。なお、平成23年第２回
定例会の会議録につきましては、９月上旬頃閲覧
可能となります。
図 書 館
南 支 所
上 大 津 支 所
都 和 支 所
中 央 出 張 所

神 立 出 張 所
都 和 公 民 館
一中地区公民館
二中地区公民館
三中地区公民館

四中地区公民館
上大津公民館
六中地区公民館
新治地区公民館 

次回の定例会の日程は、9月6日～9月21日（一般質問は12日・13日・14日）の予定です。

全
議
案
を
原
案
可
決

市
議
会
の
権
限

　

議
会
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て

多
く
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

◎
議　

決

　

条
例
の
制
定
・
改
正
・
廃
止
、

予
算
の
認
定
・
決
定
、
主
要
な

契
約
な
ど
市
政
の
重
要
な
事
項

に
つ
い
て
議
決
し
ま
す
。

◎
選
挙
と
同
意

　

議
長
、
副
議
長
、
選
挙
管
理

委
員
な
ど
の
選
挙
を
し
ま
す
。

ま
た
、
副
市
長
、
教
育
委
員
会

委
員
、
監
査
委
員
な
ど
の
市
の

重
要
な
職
に
つ
く
人
を
選
任
す

る
際
に
は
、
議
会
の
同
意
が
必

要
で
す
。

◎
調　

査

　

市
政
が
正
し
く
運
営
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
、
必

要
な
場
合
、
関
係
者
の
証
言
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
請
願
・
陳
情
の
審
査

　

請
願
・
陳
情
を
審
査
し
て
、

市
民
の
声
を
市
政
に
反
映
さ
せ

る
よ
う
に
し
ま
す
。

◎
意
見
書

　

公
益
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い

て
市
議
会
の
意
見
を
政
府
な
ど

に
提
出
し
ま
す
。

◎
決　

議

　

政
治
的
な
効
果
を
期
待
し

て
、
市
議
会
の
意
思
を
内
外
に

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。

全
議
案
を
原
案
可
決

×
贈らない

求めない

受け取らない


